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問合先 健康推進課  ☎35‒3160

問合先 市民課  ☎35‒3137

子
宮
頸け

い

が
ん
個
別
検
診
の
お
知
ら
せ

平
成
26
年
度
の
検
診
車
に
よ
る
集
団
検
診
を
受
診
で
き
な
か
っ
た

方
を
対
象
に
、
子
宮
頸
が
ん
の
個
別
検
診
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

　

高
山
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
20
歳

以
上
の
女
性
で
、集
団
検
診
を
受
診
で

き
な
か
っ
た
方

検
査
方
法

　

問
診
、医
師
に
よ
る
視
診・内
診
、子

宮
頸
部
の
細
胞
診

検
査
ま
で
の
流
れ

　
健
康
推
進
課（
市
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）に
お
申
し
込
み
の
う
え
、１
月
５
日

㈪
〜
３
月
20
日
㈮
の
う
ち
、受
診
医
療

機
関
の
検
診
実
施
可
能
日
に
検
診
。

受
診
医
療
機
関

●
ア
ル
プ
ス
ベ
ル
ク
リ
ニッ
ク（
山
田
町
）

●
久
美
愛
厚
生
病
院（
中
切
町
）

※
各
医
療
機
関
の
受
診
時
間
内

検
診
料
金

　

１
，０
２
０
円（
70
歳
以
上
は
５
１
０

円
）

※
生
活
保
護
世
帯
の
方
、子
宮
頸
が
ん

検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
対
象
者（
平

成
５
年
４
月
２
日
〜
平
成
６
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）は
無
料
で
す
。

※
乳
が
ん
検
診
は
引
き
続
き
３
月
18

日
㈬
ま
で
久
美
愛
厚
生
病
院
で
受

け
ら
れ
ま
す（
対
象
は
30
歳
以
上
の

女
性
）。

※
今
年
度
ま
だ
未
受
診
の
方
は
お
早

め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お済みですか？
狂犬病予防注射

　平成27年１月診療分より、70歳未満の高額療養費の所得区分が現行の３区分から５区分に細分化されます。
　平成26年12月31日期限の限度額適用認定証をお持ちの方で、平成27年１月１日以降も認定証が必要な方は
再度申請していただく必要がありますので、市民課（本庁1階）または各支所地域振興課までお越しください。

高額療養費制度が今月から変わります国民健康保険
からの

お知らせ

【1カ月あたりの自己負担限度額】

平成26年12月診療分まで

平成27年1月からも変更はありません。

平成27年1月診療分から

70歳未満の方

70歳以上75歳未満の方

申

込

問
合
先
健
康
推
進
課

☎
35-

３
１
６
０

　狂犬病は人にも感
染し、一度感染すると
ほぼ確実に死に至る
恐ろしい病気です。そ
のため、狂犬病予防法
により、飼い主には犬の登録と狂犬病予
防注射が義務づけられています。
◆生後90日を過ぎたら、市へ犬の登録を
行ってください。

◆１年に１度、狂犬病予防注射を受けて
ください。
◆飛驒市を除く他市町村の動物病院で
予防接種を受けたら、接種証明書を
健康推進課（市保健センター内）へ提
出してください。

所得区分 総所得金額等（※1） 自己負担限度額 多数該当（※2）
上位所得世帯　　　　 Ａ 600万円超 150,000円＋（医療費－500,000円）×1％ 83,400円
一般世帯　　　　　　 Ｂ 600万円以下   80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円
住民税非課税世帯　　 Ｃ   35,400円 24,600円

所得区分 総所得金額等（※1） 自己負担限度額 多数該当（※2）
課税世帯　　　　　　 ア 901万円超 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円
課税世帯　　　　　　 イ 600万円超 901万円以下 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円
課税世帯　　　　　　 ウ 210万円超 600万円以下   80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円
課税世帯　　　　　　 エ 210万円以下   57,600円 44,400円
住民税非課税世帯　　 オ   35,400円 24,600円

所得区分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来・入院（世帯単位）
現役並み所得者 44,400円 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ ［多数該当：44,400円］
一般 12,000円   44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円   24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円   15,000円

※1 保険料賦課対象の総所得金額（国民健康保険加入者全員分）の合計　※2 過去1年間に限度額を4回以上超えた場合の限度額


